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新型インフルエンザに関する対応について（第１３報） 

 

 新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１。以下同じ。）に関する学校の臨時休業（学級閉鎖、

学年閉鎖、休校）については、これまでに発出した事務連絡等に基づく対応をお願いして

いるところですが、今回、文部科学省において、各都道府県教育委員会等からの要望を踏

まえ、「新型インフルエンザに関する学校の臨時休業の基本的な考え方」について、厚生労

働省と協議いたしました。 

これを受け、厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部において、平成２１年度厚生

労働科学研究費補助金（新興再興感染症研究事業）「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛

生対策に関する研究」（主任研究者 押谷仁）研究班から提出された「新型インフルエンザ

流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を基に、「学校・保育施設等の臨時休業の

要請等に関する基本的考え方」（①）を取りまとめ、９月１１日の世界保健機関（ＷＨＯ）

の「学校における新型インフルエンザ対策に関する提案」の仮訳（②）と併せて、都道府

県衛生主管部長等に対し別添１のとおり通知されましたので、学校の臨時休業の際の意志

決定の一助として参考までに送付します。 

なお、文部科学省において、各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休

業の基準や目安」の現時点の状況について、各都道府県教育委員会からの聞き取りにより、

別添２のとおり取りまとめましたので、併せて情報提供します。 

 

 

【本件連絡先】 

 文部科学省：０３－５２５３－４１１１（代表） 

 ○学校保健・その他 

   スポーツ・青少年局 学校健康教育課 保健指導係（内2918） 
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   高等教育局 大学振興課 教員養成企画室 教育大学係（内3498） 

 ○私立学校 

   高等教育局 私学部 私学行政課 法規係（内2532） 

 ○専修学校・各種学校 

   生涯学習政策局 生涯学習推進課 専修学校第一係（内2939） 
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学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方について 

 

 

今般の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１。以下同じ。）に関する学校・保育施設等

の臨時休業については、「基本的対処方針」（平成２１年５月２２日改定）に基づき厚生

労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する

運用指針（改定版）」（平成２１年６月１９日改定、同月２５日付け事務連絡により貴職

あて周知。）に基づき御対応いただいているところです。 

今般、文部科学省より、各都道府県教育委員会等からの要望を踏まえ、「新型インフ

ルエンザ流行時における学校等の臨時休業に関する基本的考え方」を示すことについて、

検討を依頼されました。 

この依頼を受け、厚生労働省において、平成２１年度厚生労働科学研究費補助金（新

興再興感染症研究事業）「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」

（主任研究者 押谷仁）研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関す

る基本的考え方」（別紙２）を踏まえ、「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する

基本的考え方」（別紙１）を取りまとめましたので、臨時休業の際の意志決定の一助と

して御参考にして下さい。 

また、平成２１年９月１１日に世界保健機関（WHO）が学校における新型インフル

エンザ対策に関する提案を発表したことを受け、その仮訳（別紙３）を作成しましたの

で、併せて御参考にして下さい。 
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学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方 

 

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部 

 

厚生労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関わる運用

指針」（平成２１年６月１９日改定）において、学校・保育施設等で患者が発生した場合、都道府

県等が、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する」こととされて

いる。 

今般、これまでに得られているエビデンスをまとめた平成２１年度厚生労働科学研究費補助金

（新興再興感染症研究事業）「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」（主任研

究者 押谷仁）研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を

踏まえ、厚生労働省において「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」を取

りまとめたので、学校・保育施設等の臨時休業の際の意思決定の一助として御参考にされたい。 

 

１． 臨時休業の種類 

臨時休業には、地域での流行早期に公衆衛生対策として行われる「積極的臨時休業」と、地域で

流行が拡大した後に、多数の生徒や教師が休んだ時に行われる「消極的臨時休業」がある。 

「積極的臨時休業」は、地域で最初の感染が確認された時など少数の発症者しかいない時点で積

極的な臨時休業を行うことで、地域への感染拡大を抑える効果があると考えられている。 

「消極的臨時休業」は、地域ですでに感染が拡大しており、施設において多数の発症者を確認し

た時に行われるが、一般には地域への感染拡大を抑える効果は限られている。 多数の発症した生

徒が休むことで授業を進めることができない場合など、学校運営上の対策を講じる目的がある場合

等に適合したものと考えられる。 

 

２． 流行の段階に応じた臨時休業の考え方 

臨時休業については、上記２種類があることを踏まえ、流行の段階を少なくとも、流行の開始の

前後で二段階に分けて、都道府県等、及び学校・保育施設等の設置者等において検討されることが

望まれる。 

流行初期の段階である第一段階においては、「積極的臨時休業」を行うことが考えられる。例え

ば、学校において、少数の患者が確認された時点で、学級レベルのみならず、学年閉鎖、休校、患

者の発生が認められていない近隣地域の学校の休校などの措置を行うことにより、学校だけでなく

地域での感染拡大を抑える効果が期待できる。明確な人数の基準を示すことは困難であるが、これ

までに国内で得られた知見からは、学級内に 1 例の新型インフルエンザ感染者が発生した段階で対

応を実施すると、より高い防疫上の効果が得られる。インフルエンザの一般的な感染性を有する期

間なども考慮して、閉鎖期間は、５～７日間を要すると考えられる。その実施には、社会的影響や

経済的影響とのバランスの下に、各地域の状況、対象とする学校、施設の性質・年齢層を考慮に入

れた判断が必要とされる。さらに、授業以外の課外活動などについても、感染の拡大を抑える目的

を持って、学習塾や地域の生徒・学生が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。 

 

別紙 １ 

ishigoka
テキストボックス
①



流行が広がった後である第二段階においては、「消極的臨時休業」を行うことが考えられる。感

染が拡大した段階に相当するので、地域の実情を反映しつつ、多くの発症者が確認された時に事業

等の運営継続維持の判断に応じて、臨時休業すべきかの検討を行う。 

例えば、学校においては、多くの生徒が発症し、欠席となった時点で、まずは学級閉鎖レベルで

検討を行う。この際には、臨時休業以外の下記３の対策についての検討も同時にされるべきである。 

当該地域が、第二段階にあるかどうかについては、都道府県等や保健所ごとのインフルエンザ定

点当たり報告数、学校・保育施設等内での患者発生動向、周辺地域の学校欠席率や学校閉鎖および

クラスターの発生状況を鑑みて判断されることとなる。第二段階を規定する疫学的に明確な指標は

ないものの、たとえば、地域で定点あたり報告数が 1 を超えた後に急上昇を始めた時などが考えら

れる（前週の倍を超える等）。ただし、流行の状況は常に変動しており、短い期間で第一段階に戻

る可能性もあることも考慮する。目的に応じた臨時休業の判断は、これらの状況を学校・教育委員

会および保健部局との間で随時評価していく必要がある。第二段階の閉鎖期間は、学校・保育施設

等の運営上の目的に応じて、５～７日より短縮することも考えられる。この際にも、社会的影響・

経済的影響とのバランスを勘案した判断が必要である。 

なお、基礎疾患を持つ者などハイリスク者がいる集団においては、ハイリスク者を感染から守る

観点も踏まえ、臨時休業を考慮すべきである。 

 

３． 学校・保育施設等における感染拡大を防ぐための対策 

 感染拡大を防ぐための対策は、臨時休業だけではない。まずは、インフルエンザ発症者を外出さ

せないことを徹底すべきである。そのためには、毎日の登校(園)・出勤前の検温を義務づけること

等、発熱している者や呼吸器症状を呈する者を幅広く休ませることが重要である。さらに、発症後

は、他者への感染を防ぐために少なくとも解熱後２日間、出来れば発症後 7 日間の欠席・欠勤措置、

外出自粛の要請等を行うことが必要である。 

 

４． その他、配慮すべき事項 

 今後、致死率が上昇するなどの疫学的な状況に変化があった場合には、第二段階に入っていたと

しても、別の状況ととらえ、新たな感染拡大防止・重症者発生の抑制を目的とし、公衆衛生対策を

強化することも考えられる。 

 入所型の施設等の閉鎖措置が採りがたい場合は、インフルエンザを発症した患者の隔離、接触者

の調査や咳エチケット・マスク着用、ハイリスク者における予防投薬、職員の欠勤措置等を主体と

すべきである。 

  

※下線は、文部科学省でひいたものです。 



平成 21年度厚生労働科学研究費補助金（新興再興感染症研究事業）「新型インフルエンザ

大流行時の公衆衛生対策に関する研究」（主任研究者 押谷仁） 

 

新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方 

東北大学医学系研究科微生物学分野 神垣太郎・押谷仁 

 

 

新型インフルエンザ A/H1N1 によるパンデミックによる被害が拡大している。世界保

健機関（WHO）によれば 9 月 11 日現在ですでに 3000 例以上の死亡例が全世界で報告さ

れている。さらに人口が多く集中している北半球では本格的なインフルエンザの流行シ

ーズンをこれから迎えるために、今後大きな健康被害が起こることが危惧されている。 

従来から公衆衛生的な対応（Non-pharmaceutical Intervention: NPI）による被害軽

減が新型インフルエンザ対策では重要であると考えられ、その中でも学校閉鎖はウイル

スの拡散を抑えるために最も重要な対策の 1つとしてあげられていた。日本においても

5 月に最初の流行があった際には、神戸や大阪などで積極的な学校閉鎖を行ったが、そ

の後は、今回の新型インフルエンザの病原性が、新型インフルエンザに想定されていた

よりも高くなかったこともあり、徐々により積極的な学校閉鎖をすることが難しくなっ

てきている。2学期を迎え、各地で学校での流行が相次いで報告されているが、学校閉

鎖の意義や目的が十分に整理されていないままに、各自治体により異なる基準が作成さ

ている。ここでは地域での学校閉鎖のあり方を考えるため、学校閉鎖についてこれまで

得られているエビデンスをまとめていきたい。 

 

１．学校閉鎖（School Closure）の種類 

 学校閉鎖の基本的な方法としては次の２つが挙げられる(1)。 

１） 消極的学校閉鎖（Reactive School Closure） 

 これは多数の生徒や教師が休んだ時に行われる学校閉鎖あるいは学級閉鎖のことで、

日本では、季節性インフルエンザの際に、欠席率がある一定の割合に達した時に学校閉

鎖・学級閉鎖を行っているので、日本で通常行なわれているような学校閉鎖・学級閉鎖

は消極的学校閉鎖ということになる。一般には消極的学校閉鎖では地域への感染拡大を

抑える効果はほとんどないと考えられている(1)。 

２） 積極的学校閉鎖（Proactive School Closure） 

これは地域で感染拡大が起こる前に積極的に学校閉鎖をおこなうものであり、地域の

感染拡大を抑えるためにはこのような積極的な学校閉鎖が必要であると考えられてい

る。日本の新型インフルエンザガイドライン（平成 21 年 2 月改訂版）において、都道

府県で最初の感染が確認された時点で学校閉鎖を行うとしているのは、積極的学校閉鎖

により地域への感染拡大を抑える効果を期待している。 

別紙 ２ 



 

２．学校閉鎖はなぜ地域での感染拡大を抑えるために有効なのか 

インフルエンザは季節性インフルエンザであっても新型インフルエンザであっても

学校が地域全体の感染拡大に重要な役割をはたしていることが知られている(2)。その

理由として学校に通学する年齢層の子供では一般にインフルエンザの罹患率が高いこ

と、学校では多くの生徒同士の濃厚接触が起こる頻度が高く、大きな流行が起きやすい

ことがあげられる。この結果、インフルエンザの流行は学校を起点として地域に広がっ

ていくことが多いとされている。早期に学校を閉鎖することは地域への感染拡大を抑え

る効果があるとされているのはこのためである。学校閉鎖は各国の新型インフルエンザ

パンデミック対策においても、公衆衛生上の重要な対策とされている。アメリカの

Community Strategy for Pandemic Influenza Mitigation（February 2007）の中でも

学校閉鎖は地域での被害軽減策（Community Mitigation）の重要な柱の一つとして位

置づけられている(3)。しかし、学校閉鎖の季節性インフルエンザおよび新型インフル

エンザに対する効果を科学的に示しているデータは限られている(4)。 

 

３．学校閉鎖に関するエビデンス 

１） 季節性インフルエンザの流行期における観察研究 

 学校閉鎖の季節性インフルエンザに対する効果を示したものとしては、イスラエル

でインフルエンザシーズンに起きた学校教員のストライキの間に呼吸器感染の診断お

よび外来患者が減ったとするものがある(5)。またフランスのインフルエンザサーベイ

ランスのデータから学校が冬休みの期間にインフルエンザ感染の頻度が減少すること

が示されている(6)。一方で、香港における 2007/2008 年シーズンにおける学校閉鎖の

影響を観察した研究(7)では、明らかな学校閉鎖によるインフルエンザ患者数、インフ

ルエンザウイルス分離数あるいは基本再生産係数（一人の感染者からどれだけの 2 次感

染者が発生するのかを示す値で、感染性の程度を示す指標）については効果を認めてい

ないが、これは学校閉鎖を実施した時期にすでにインフルエンザの流行が低下している

ためではないかという意見もある(8)。 

 

２） 疫学モデルの結果 

 最近、インフルエンザの感染性に関するパラメータをもとにした疫学モデルを利用し

て公衆衛生対応の介入を評価した研究が多く発表されている。具体的には過去のインフ

ルエンザパンデミックのデータをもとに基本再生産係数を設定したうえで、罹患率の低

下や流行曲線の性状の変化などに基づいて検討するものである。この中で、学校閉鎖は

パンデミック対策としても有効であることが示されている。以下にこれまで発表されて

いる主な研究結果の要約を示す。 



 Ferguson NM らによれば、学校閉鎖はピーク時の罹患率を 40％まで減少させる。

しかし流行期間全体の罹患率はほぼ変わらない。他の対策と組み合わせれば流行規

模をかなりの程度減少させられる(9)。 

 Germann T らによれば、R0= 1.6 では学校閉鎖単独でも有効であるが、R0= 1.9 以

上では限られた効果しかない。しかし他の対策と組み合わせれば R0が高くても有効

であるとしている(10)。 

 Carrat F らによれば、早期に学校閉鎖を行なえば（人口 1000 人の地域で 5 人の患

者が出た時点）、非常に有効である(11)。 

 Glass RJ らによれば、学校閉鎖は有効な対策だが、学校閉鎖により学校以外の接触

が増えると効果なし。学校閉鎖と同時に子供の自宅待機をすることが最も有効であ

る(12)。 

 Vynnycky E らによれば、学校閉鎖は R0が高いと(2.5~3.5)わずかな効果しかない。

R0= 1.8 であればある程度は効果があるが全体の罹患率を 22％程度下げるのみであ

った(13)。 

 Haber MJ らによれば学校閉鎖にはわずかな効果しか見られないとしているが、こ

の場合は発症率が 10％なった段階で 2 週間の学校閉鎖をすると仮定している(14)。

したがって早期の学校閉鎖ではなく、日本で毎年行なわれている季節性インフルエ

ンザに対する学校閉鎖に近い状況を想定している。  

 

これらの疫学モデルの結果をまとめると、早期の学校閉鎖はウイルスの感染性が低い

場合には有効であるが、感染性が高くなると学校閉鎖単独ではその効果が限られる。し

かし他の対策(接触者の自宅待機・予防投薬・早期治療)などを同時に行なえば、感染性

がある程度高くても学校閉鎖は有効な対策であるとしている。また地域への感染拡大を

防ぐためには、早期の学校閉鎖が必要であり消極的学校閉鎖では限られた効果しかない

ことが示されている。さらに本来生徒間の接触機会を減らすことを目的とする学校閉鎖

が有効であるためには単に学校閉鎖を閉鎖するだけではなく、学校以外の場においても

生徒の接触機会も制限する必要があることも示されている。 

 

３） 過去のパンデミックでの検討 

 1918 年のスペインかぜにおける米国で学校閉鎖とともに集会の制限における死亡

数との関連性をみた研究がいくつか報告されているが(15-17)、早期に実施されかつ十

分な期間の閉鎖が行なわれた場合、学校閉鎖と死亡率軽減の間に相関性があることが示

されている。一方で我々の 1957 年のアジアインフルエンザの際の学校閉鎖と超過死亡

に関する検討では（18）、学校閉鎖と累積超過死亡数および超過死亡のピークとの相関

性を認めなかった。これは 10-20%の欠席児童が発生した時に行う消極的学校閉鎖では

感染者数を軽減することが出来ない可能性を示唆しているものと考えられる。また福見

らによる「アジアかぜ流行史」によればアジアインフルエンザ当時の東京都の公立小学

校において休校期間が 3 日の場合には再休校率が 35.7%、4 日の場合には 26・5％なの

に対して 6日間の場合には 6.4%と低いことが挙げられている(19）。 



４） 新型インフルエンザ A/H1N1 での検討 

今回の新型インフルエンザ A/H1N1 によるパンデミックでも日本の高校における再生

産係数の推定から積極的学校閉鎖の有効性が報告されており(20)、またメキシコの疫学

データを使ったモデルでも早期に学校閉鎖を行えば有意に地域での感染拡大を阻止で

きるとしている(21)。また各国から学校閉鎖を行った場合の経験が報告されている(22)。

メキシコシティーや日本の関西では早期に大規模な学校閉鎖を行った結果、流行がいっ

たんは収束している。しかし、これには感染者の隔離、接触者の自宅待機や予防投薬な

ども同時に行われており学校閉鎖単独の効果を判断する根拠とはならない。ただ新型イ

ンフルエンザ A/H1N1では 10代の罹患率が非常に高いことが多くの国で示されているこ

と、日本だけでなく各国で高校などでの流行が数多く報告されていることを考えると、

学校を閉鎖することは地域への感染拡大を抑えるためには一定の効果があると考えら

れる。ＷＨＯも 9 月 11 日に発表された学校での対策に関する指針の中で新型インフル

エンザ A/H1N1 に対する学校閉鎖は早期に行なわれた場合、一定の効果があるとしてい

る(23)。 

５） 学校閉鎖による社会的コストに関する検討 

インフルエンザ流行時の学校閉鎖による社会コストあるいは経済コストの検討はあ

まりなされていないが、米国における疫学モデルによる検討では、学校閉鎖は介入なし

に比較して家庭での抗ウイルス薬の予防投与と同じ程度の 11%の罹患率低下が期待でき

るが人口 1000 人あたりのコストは 270 万米国ドルと非常に高いとされている(24)。一

方英国での学校閉鎖による収入の減少に関する検討においては、平均して 16%の労働人

口が子供の世話をしているために休校により潜在的に休職する可能性があり、12 週間

の休校により 0.2-1.0%の GDP の損失が見込まれるとしている(25)。これらの経済的損

失はいずれも休校する児童の世話をするための養育者の休業および学校関係者の休業

によってもたらされると考えられている。Cauchemez らによる総説(1)では、英国にお

いて平均して 16%の労働人口が子供の世話をしているために休校により潜在的に休職す

る可能性があり、12 週間の休校により 0.2-1.0%の GDP の損失が見込まれることと合わ

せて教育プログラム以外の課外活動などへの影響が問題となる可能性が指摘されてい

る。 

６）新型インフルエンザ A/H1N1についての学校閉鎖の各国の対応 

 今回の新型インフルエンザ A/H1N1 について学校閉鎖についての考え方が、European 

Centers for Disease Prevention and Control (ECDC)、アメリカ CDC、オーストラリ

アなどから出されている。ECDCは 7月 20日に出したアドバイスのなかで、積極的学校

閉鎖の公衆衛生上の効果は認めながら新型インフルエンザ A/H1N1 については学校が閉

鎖されることによる社会的・経済的影響を考慮して決定すべきだとしている(26)。アメ

リカ CDCは、現時点でのウイルスの病原性変化すると言うようなことがない限り、積極

的学校閉鎖（Preemptive dismissals と表現）は必要ないとしている(27)。これは今回

の新型インフルエンザ A/H1N1 の流行当初に行なわれた積極的学校閉鎖がさまざまな社



会的な影響を引き起こしたことに起因している。しかし、病原性の変化が起きた場合に

などは、地域への感染拡大を抑える目的で積極的学校閉鎖を考慮する場合もあり得ると

している。しかし、このような目的で学校閉鎖が行なわれる場合、早期に行なう必要が

あり、スポーツ大会など生徒の集まるイベントの中止なども考慮すべきであるというこ

とも記載されている。また、積極的学校閉鎖に推奨される閉鎖期間としては 5－7 日間

としている。オーストラリアはインフルエンザ A/H1N1 はほとんどの人に軽症であるた

め、一般に大規模な学校閉鎖はするべきではなく、学校での流行を抑えるために必要だ

と考えられる場合に、学校毎あるいはクラス毎の閉鎖をするべきだとしている(28)。各

国の考え方を見ると、致死率がそれほど高くないこと、学校閉鎖の経済的・社会的な影

響などから大規模な学校閉鎖は否定しているが、学校閉鎖の地域への感染拡大を阻止す

る効果については、ある程度期待できるとしている。しかし実際の学校閉鎖の実施にあ

たっては、いろいろな要因を考慮して地域ごとに決めるべきだというのが各国の方針と

なっている。 

７）日本の経験 

 日本では季節性インフルエンザでも学校閉鎖・学級閉鎖を行っている数少ない国の一

つであり、学校閉鎖に対する社会的な許容度は欧米諸国より高いと考えられる。しかし、

関西で 5月に行われた大規模な学校閉鎖では社会的な負荷とともに経済的損失（学校閉

鎖に伴う直接の損失よりも風評被害などが多かったと考えられる）があったこともあり、

今後、地域で一斉に行なうというような大規模な学校閉鎖を実施することは難しいと考

えられる。また地域に感染が大規模に広がってしまうと、地域での感染拡大を防ぐとい

う意味での学校閉鎖の役割はあまり期待できなくなってしまう。また 8 月の学校の休業

期間にも、スポーツ大会などを通して新型インフルエンザ A/H1N1 の感染が多くの地域

で広がったことも考慮する必要がある。このことは、スポーツ大会や塾など学校外で生

徒が集まる機会を減らさないと地域への感染拡大を防ぐために十分な効果が得られな

い可能性を示唆している。 

4．新型インフルエンザ A/H1N1 について学校閉鎖をどう考えるべきか 

 日本で 5月に初期の流行の見られた、神戸・大阪などでは感染者の出ていない学校を

含めた地域での大規模な学校閉鎖が行なわれたが、病原性のそれほど高くないことがわ

かってきており、今後このような社会的・経済的な影響の大きい大規模な学校閉鎖を行

なうことは難しいと考えられる。しかし、日本ではまだ一部の地域を除いて感染拡大の

早期の段階にあり（2009 年 9 月 14 日時点）、地域ごとの積極的学校閉鎖により地域へ

感染拡大を遅らせる余地はまだ残されていると考えられる。特にワクチンの接種が 10

月下旬以降に始まることが予定されておりそれまでの間にできるだけ地域への感染拡

大を遅らせることは意味がある。 

 現在自治体では学校閉鎖を一律の基準を設定しようとする動きがみられる。一律の基

準を設けることは運用上のメリットはあると思われるが公衆衛生学的には必ずしも正

しい方向性であるとはいえない。特に何の目的のために学校閉鎖・学級閉鎖を行なうの



かという整理がきちんと行なわれないままに、季節性インフルエンザに準じて学校閉

鎖・学級閉鎖の基準が決められている場合も多い。積極的学校閉鎖・消極的学校閉鎖に

分け、それぞれの目的および実施時期などについて表にまとめてある。すなわちまだ散

発例しか出ておらず、地域に感染が広範に広がっていないような地域ではより積極的な

学校閉鎖・学級閉鎖が考慮されるべきであるし、すでに地域に広く感染が広がってしま

っているような地域ではそのような積極的な対応は必要ないということになる。本来学

校閉鎖・学級閉鎖の実施にあたっては地域の疫学状況、それらの対策を行うことによる

経済的・社会的影響を考えて個別に判断すべきであると考えられる。 

表：学校閉鎖の種類 

 積極的学校閉鎖 

(Proactive School Closure) 

消極的学校閉鎖 

（Reactive School Closure） 

目的 地域への感染拡大を抑える 欠席者が増えることに対する

学校(学級)運営上の対応 

実施時期の基本的考え方 地域での感染拡大の初期段階 地域である程度感染が拡大し

て以降 

実施の基準 疫学情報から学校のある地域が

流行の初期段階にあると判断さ

れた場合(注 1) 

欠席者がある一定の割合に達

した場合（地域あるいは学校毎

に決定） 

実施期間 5 日から 7日間が必要 状況に応じて 5日間よりも短い

場合もあり得る(注 2) 

実施にあたって考慮すべき

事項 

1)学校閉鎖を行なった場合の地

域への社会的・経済的影響 

2)地域への感染拡大を抑えるた

めには他の対策も同時に行なう

必要がある 

3)学校閉鎖中に生徒が接触する

機会（スポーツ大会・塾など）

も制限する必要がある 

1)重症化するリスクのある生

徒の多い場合（特別支援学級や

基礎疾患を有する生徒など）で

は、より厳しい基準を考慮すべ

き 

 (注 1) 地域が流行の初期段階にあると判断する基準としては、1)インフルエンザサーベイラン

スでの定点当たりのインフルエンザ患者数、2)近隣の学校での発生状況、3)当該の学校でのこれ

までの発生状況などが考えられる 

（注 2）短期間で学校を再開した場合、再流行も起こり得ることに留意する必要がある 
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学校における対策について （仮訳＊） 
新型インフルエンザ(H1N1)2009 ブリーフィングノート 10 

 
2009 年 9 月 11 日、ジュネーブ 
 
WHO は本日、新型インフルエンザ H1N1 のインパクトを小さくするために学校に

おいて講じることが可能な対策についてのアドバイスを発表した。当提案は、いく

つかの国々での最近の経験、また、学校臨時休業の保健・経済・社会的波及につい

ての研究をふまえて作成されたものである。これらの研究は、新型インフルエンザ

についての数理モデルのための非公式ネットワークのメンバーにより行われた。 
 
現時点までの経験により、学校は、学校内及びその地域における新型インフルエン

ザウイルス伝搬を増幅する役割があることが示されている。学校における流行は、

明らかに、現在の新型インフルエンザ流行の重要な構成要素であるが、ウイルス伝

搬のための様々な機会を提供する場である学校において、いかなる単一の対策も、

感染の阻止や抑制することはできない。 
 
WHO は、地域における疫学的状況、利用可能な資源、多くの学校が担う社会的役

割に適合可能な、幅広い対策の使用を推奨している。これらの対策について、また、

これらがどのように適合され、実施されるべきかについては、国及び地域の当局が、

最適な判断者である。 
 
WHO は引き続き、体調不良を訴える生徒・教師・その他の職員の自宅待機を勧め

る。在校中に体調不良となった生徒や職員は隔離されるべきであり、そのための場

所が確保されるべきである。 
 
学校では、手洗いや咳エチケットが奨励されるべきであり、適切な物資が貯蓄され

るべきである。適切な清掃及び換気、また、人の密集する機会を減らすための措置

が勧奨される。 
 
【学校閉鎖及び学級閉鎖】 
新型インフルエンザの流行中、学校が閉鎖されるべきか否か、また、いつ閉鎖され

るべきかといった判断は、複雑であり、また、状況により非常に異なるものである。

WHO は、全ての状況に適用可能な具体的勧告を、学校臨時休業を推奨する、また

は、学校臨時休業に反対する、いずれの立場でも出すことはできない。しかしなが

ら、北・南半球のいくつかの国々における最近の経験、数理モデル、季節性インフ
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ルエンザ流行の経験から、いくつかの一般的原則を導くことができる。 
 
学校臨時休業は、学校における伝搬及びより広い地域への流行拡大を抑制すること

を目的とした、事前措置(proactive measure)として実施されうる。また、生徒及び職

員の欠席数が多くなり、実際上授業を続けられないために、学校閉鎖や学級閉鎖が

行われる場合、それは、事後措置(reactive measure)である。 
 
事前措置としての学校臨時休業の保健上の利益は、ある地域での（新型インフルエ

ンザ）流行拡大を遅らせ、もって、感染のピークを低くすることによる。特に、新

型インフルエンザピーク時に多くの人が診療を求めることで、医療側受け入れ体制

が目一杯になり破綻する恐れがある中、この利益は重要である。また、学校臨時休

業は、流行拡大を遅らせることにより、時間を稼ぐことを可能にし、その間に、国

は、準備対策を強化し、ワクチン・抗ウイルス薬・その他の物資供給を確保するこ

とができる。 
 
学校臨時休業のタイミングは、とても重要である。数理モデル研究によれば、学校

臨時休業は、流行の非常に早い段階で ― 理想的には、人口の１％が罹患する前

に ― 講じられた場合、最も効果的であると考えられる。理想的想定の下では、

学校臨時休業は、新型インフルエンザピーク時において、ヘルスケアの需要を 30
～50％減らすことが可能である。しかしながら、学校臨時休業のタイミングが、地

域に拡がる流行の経過に照らして、遅すぎた場合、伝搬抑制効果は非常に限定的な

ものとなる可能性が高い。 
 
学校臨時休業に関する方針には、学校外での生徒間の接触を制限する対策も含まれ

る必要がある。もし、生徒が学校以外の場で集まるのであれば、生徒によるウイル

ス伝搬は続き、学校臨時休業の利益は、無くなるとは言わないまでも、非常に小さ

くなるであろう。 
 
【経済的・社会的コスト】 
保健担当者及び学校当局は、（学校臨時休業の）判断をする際、これらの考え得る

利益と比較して、不釣り合いな程高い、経済的・社会的コストがかかる可能性を考

慮する必要がある。 
 
経済的コスト高騰は、主に、働く親や保護者が、子供の面倒を見るために自宅に留

まらなくてはならないという理由で欠勤することによる。研究によれば、学校臨時

休業のために、通常レベルの欠勤及び疾患による欠勤に加えて、労働人口の 16％
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が欠勤となると推定される。しかしながら、こういった推定は、労働人口構成とい

った、いくつかの要因に依存し、国によって、かなり異なるであろう。 
 
逆説的であるが、学校臨時休業は、（新型インフルエンザ）ピーク時の保健医療シ

ステムへの需要を低減することができるが、一方で、医師・看護師も学童の親であ

ることから、学校臨時休業はまた、必須な医療提供を阻害しうる。 
 
判断をする際には、社会福祉的問題も考慮する必要がある。食事提供といった、非

常に有益な学校をベースとした社会的プログラムが中断される、もしくは、小さい

子供が食事もなく自宅に残されるということになれば、児童の健康・福利が損なわ

れる可能性がある。 
 

※下線は、文部科学省でひいたものです。 



 

 

平成２１年９月１８日１７時現在 

 

各都道府県における「新型インフルエンザに関する臨時休業の基準や目安」の状況 

 

１ 作成状況 

○ 作成している都道府県   ４７都道府県 

 

２ 具体的な内容 

○ 学級閉鎖 

１ 複数の患者発生 

秋田（状況勘案して判断）、山形、福島、茨城、千葉（原

則）、福井、山梨、岐阜、三重（状況勘案して判断）、京

都（府教委と協議）、和歌山（状況勘案して判断）、鳥取、

鹿児島 

２ ２人以上かつ１０％を超える患者発生 熊本、宮崎 

３ ３人～４人（１０％程度）の患者発生 

北海道、岩手、栃木（状況勘案して判断）、埼玉、東京、

神奈川、新潟、富山、石川、長野、静岡、愛知、奈

良、山口、高知、大分、沖縄 

４ ５人以上の患者発生 島根 

５ およそ５人（約１０～１５％）の患者発生 大阪、広島 

６ 
患者及び疑い患者の総数が１０～１５％に達し

たとき 
兵庫（県教委と協議） 

７ １０～１５％程度の患者等発生 佐賀 

８ 
１０～２０％の患者発生、かつ、当該学級におい

て更に感染が拡大するおそれ 
愛媛 

９ 
１０～２０％未満の患者発生（状況勘案して判

断）、２０％以上（原則閉鎖） 
岡山 

10 １０～３０％の患者発生 徳島 

11 概ね１５％程度の患者発生 長崎 

12 １５％に達する患者発生 滋賀 

13 概ね２割程度の患者発生 福岡 

14 一定の人数の患者発生 宮城 

15 

７日以内に２名の患者発生で検討を開始し、欠席

率が急速に高くなったとき、又は患者数が急激

に増加若しくはその傾向が予測されるとき 

香川 
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通常の欠席者数と比較して、インフルエンザ様

疾患の症状により欠席する児童生徒と有症登校

者が急増する場合、必要な措置を検討する。 

群馬 

17 患者発生状況を勘案して判断 青森 

 

 

○ 学年閉鎖 

１ 複数学級で短期間に多数の患者発生 島根 

２ 複数学級で学級閉鎖 

北海道、青森、岩手、宮城、秋田（全体の状況を総合的

に判断）、福島、埼玉、東京、神奈川、新潟、富山、

山梨、滋賀、京都（府教委と協議）、兵庫（県教委と協

議）、山口、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児

島、沖縄 

３ １学年に複数かつ半数以上の学級で学級閉鎖 徳島 

４ 学級を超えて感染拡大のおそれ 
山形、栃木、千葉、石川、福井、岐阜、愛知、三重、

大阪、奈良、和歌山、鳥取、岡山、福岡、宮崎 

５ 
学級を超えて広範に患者発生、かつ、学年全体

で感染拡大のおそれ 
愛媛 

６ 

通常の欠席者数と比較して、インフルエンザ様

疾患の症状により欠席する児童生徒と有症登校

者が急増する場合、必要な措置を検討する。 

群馬 

７ 欠席状況に応じて検討する 静岡 

８ 規定なし 茨城、長野、広島、香川 

 

 

○ 休校 

１ 複数学級で短期間に多数の患者発生 島根 

２ 複数学級で学級閉鎖（全体の状況を総合的に判断） 秋田、山梨 

３ 学校全体の 1/3 以上の学級閉鎖 広島 

４ 複数学年で学年閉鎖 

北海道、青森、岩手、宮城、福島、埼玉、東京、新

潟、富山、京都（府教委と協議）、山口、高知、佐賀（他

の学年でも患者確認、感染拡大のおそれ）、長崎、大分、

鹿児島、沖縄 

５ 
複数学年における感染者の増加又はまん延す

るおそれがある場合 
熊本 

６ 半数以上の学年で学年閉鎖 徳島 



７ 学校全体で１０％を超える欠席 長野 

８ 学年を超えて感染拡大のおそれ 
山形、栃木、千葉、石川、福井、岐阜、愛知、大阪、

奈良、和歌山、鳥取、岡山、福岡、宮崎 

９ 
学年を超えて広範に患者発生、かつ、学年全体

で感染拡大のおそれ 
愛媛 

10 学校において、まん延するおそれ 滋賀 

11 
学校において、感染拡大を予防する必要がある

と判断されるとき 
兵庫（県教委と協議） 

12 

通常の欠席者数と比較して、インフルエンザ様

疾患の症状により欠席する児童生徒と有症登校

者が急増する場合、必要な措置を検討する。 

群馬 

13 欠席状況に応じて検討する 静岡 

14 教育委員会と相談 神奈川、三重 

15 規定なし 茨城、香川 

 

 

○ 休業期間 

１ ３日間 鳥取、長崎、鹿児島（３～７日） 

２ ４日間 
埼玉、東京、新潟、石川、愛知、滋賀（程度）、大阪、

島根、岡山、広島、熊本、大分、宮崎 

３ ５日間 
北海道、神奈川、奈良、和歌山（５～７日）、山口、福

岡 

４ ７日間 

青森（原則）、岩手、山形、千葉（原則）、富山、福井（原

則）、山梨、長野、岐阜、静岡（最長）、京都（府教委と協

議）、兵庫（原則）、徳島、香川、愛媛（又は解熱後２日後

まで）、高知、佐賀、沖縄 

５ 教育委員会と相談 三重 

６ 規定なし 宮城、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、 

 




